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社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会 

 



令和５年度介護職員初任者研修通信課程募集要領 

 

１ 研修の目的 

海老名市内の介護施設において職員が不足していることから、介護職員としての必要な

知識及び技術を習得し、適切なサービスを提供できる人材を育成し、介護現場における人

材の安定的な確保を図る事を目的とします。 

 

２ 研修名 

介護職員初任者研修 通信課程 

 

３ 研修実施事業者 

  社会福祉法人海老名市社会福祉協議会 

  担当課  総合支援グループ （☎０４６-２３５-０２２０）  

担当職員 鈴木（紀）、星野 

 

４ 定員及び応募対象 

（１）定員  20名 

（２）対象  

満16歳以上で海老名市内在住・在勤・在学の方で研修の全日程を受講できる方。 

   また、修了後に海老名市内の訪問介護事業所、介護施設等への就労を希望する方 

（すでに介護の職に就職していて介護資格未取得者を含む。）。                                     

 

 

 



５ 応募方法 

（１）受講希望者は、別紙の受講申込書に必要事項を記入のうえ、受講料を添えて社会福

祉協議会（市役所西棟）へ提出してください。 

※申込時に身分証（免許証・学生証）をコピーさせていただきます。 

（２）申し込み期限 ９月１９日（火） 定員になり次第締め切り  

 

６ 研修の日程及びカリキュラム 

  別紙のとおり 

 

７ 研修会場 

  海老名市立総合福祉会館 他 （海老名市めぐみ町６－３ 他）  

 

８ 研修費 

一 般      ４７，７００円 

【内訳】受講料４０，０００円、テキスト代７,１２４円、保険料５７６円 

学生・ひとり親世帯 ７，７００円 

【内訳】テキスト代７,１２４円、保険料５７６円（受講料は社協で負担いたします。） 

※受講料は、開校日の前日までにキャンセルがあった場合は全額返金します。 

※就労支援金について 

   研修終了後に資格を取得した方が、研修終了後１年以内に市内の介護事業所に就職し、 

   且つ６ヵ月以上継続して就労した場合、受講料の４０，０００円を就労支援金として 

支給します（学生、ひとり親世帯には、就労支援金の給付はありません。）。 

  

 



９ 研修修了の認定   

  本研修の通信課程に全て出席し、通信添削課題が認定基準を超えており、「こころとか

らだのしくみと生活支援技術」の各項目の評価において、一定のレベルに達し、且つ全科

目修了時に行う筆記試験の評価基準（７０点以上）を満たした者として認定します。 

※補講について 

（１）原則10分以上の遅刻・早退は欠席とします。 

（２）研修の科目・項目等を欠席した者で、やむを得ない事情があると認められる者につ

いては、補講を行います。補講は、原則として他の事業者が行う同研修を受講する

ことにより行います。 

（３）補講は1時間につき3,000円を受講者負担とします。 

※再試験について 

（１）担当講師の補講の上、再試験は2,000円を受講者負担とします。 

（２）筆記再試験において、なお基準以下の場合は修了証明書は発行されません。 

 

10 修了証明書 

  修了者と認定した方に「神奈川県介護員養成研修事業指定要綱」に基づく修了証明書を

発行します。 


